
令和６年(生活安全課第１号)

災害避難所
での

性犯罪や
ＤＶは

が許さんバイ！

災害時には、避難所などのプライバシーを守ることが難しい環境において、
性暴力が起こることがあります。また、ＤＶは児童虐待と関係が深いと言わ
れ、例えば、子供の面前でＤＶが行われることは児童虐待に当たります。ボ
ランティアや支援者からの暴力やセクハラ、被災者から支援者等への暴力・
セクハラもあります。性暴力は、若い女性だけでなく、高齢者や子供（男児
を含む）、男性も被害に遭うことがわかっています。

内閣府男女共同参画局「災害対応力を強化する女性の視点」令和２年５月

地震などの災害は、いつどこで
発生するか分かりません！
普段からの心構えが大切です！



万が一被害に遭ってし
まったら、更なる犯罪を
うまないためにも、すぐ
に警察に通報し､被害を届
け出ましょう。安全な場
所で話をお聞きします。

プライベートスペース
を確保することや、トイ
レ、物干し場等の配置を
少し変えるだけでも犯罪
等の起きにくい環境をつ
くることができます。女
性の目線から意見を述べ
るなど、避難所の運営に
積極的に参加しましょう。

参加しよう！

暗がりや死角をなるべ
く避けて複数で行動しま
しょう。
万が一、犯罪に遭いそ

うになったら、大声を出
して周囲に助けを求めま
しょう！(不審者は大き
な音や声が苦手です。)

被害に遭ったら

防ごう！

避難者名簿は、相手方
の目に触れる可能性も考
えて、記載には注意して
ください。記載する場合
は､名簿に安否確認時の
個人情報開示の同意、不
同意について記載しまし
ょう。

DV・ストーカー
被害者の方へ

の教え

「みまもっち」
入れんね!!

みまもっちは

福岡県警の防犯アプリです


